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商法改正試案の性格について

一一規模別会計基準の導入一一

野 村秀和

I 課題の限定

わが国における企業会計制度の現状は，企業会計原則の影響力の後退のなか

で，商法優位の体f骨制H制Jが確立されてきたといつてよ L、'"口〉

周知のとおり札，わが国企業会計制度における商法優先主義の始主りは，昭和

37年改IEからと居るのが一般的である。その後， 連の改正を経て，今日問題

1) 日本会計研究学会特別蚕員会は， 61年度の中山報告「企業会計原則と商法計算規定」の中で以

下のように述べている。

「上述した企業会計原則の指導規範性の脆弱化の外国として，商法優先主義(体嗣00)カザ喜10
傾向があると考えられるの

昭和37年商法改正前の時代にはl 企業会計原則カ弘之認会計士監査を通じて会計実務に支配的影

響を与え あたかも企業会計原則が商法に優先するかのごとき横相を呈していた。すなわち，監

査報告書で言及されるべき『一般に公正妥当と認められる企業会計の基準』とは，当時宋整備の

商法計算規定などではなしもっぱら『企業会計原則』剖旨す，と 般に理解されていた。企業

会計審議会が昭和31年に誌t5Eした『監査報告準則』において， ~会社が採用する金計処理の原則
及び子続が『企芙会計原則」に準拠しているかどうかJ (三〈ーコ 1) と明言したこと，およひ昭

和"年4月13日付白監査証明省令取扱通達において， r一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準』の取扱いに関し商法には全く触れていないことが，そのようなー般的理解の背景にあ勺た

といえよう。

しかしながら，昭和37年の改Eにより商法計算規定が大幅に整情されると，それまでの様相は

一変した。そもそも，商法に違反しても企業会計原則に従うベし， ，こいろ論理ば適用Lない〉し、

う法律論が商法計算規定の整備を契機として台頭した。すなわち，企業会計原則の立場から見た

場合。商怯優先主義D始まりである。

こりような法揮論(法律的には当然の正論〉を契機と Lて，昭和四年8月22日付の監査証明省

令取扱通達は， r商法文は特別法白会計処理L関する規定に違反する会計処理は， (監査証明省

令〕第4条第3項第l号に規定する「一般に公E妥当と認められる企業会計り基準に従って処理

されている」ものに該当しないものとする』ことを明らかにした。端的にいえばj これは，適法

な会計処理でない限り実務としての企業会計は，話にならない， ということであり，また証持取

引法行政の主務官庁である大蔵省当閣自らが，会計処理基準について商法優先主義を確認したも

めである.J (中間報告 4-2-1商法躍先主語(体告〉の加速化傾向〉
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とされているのが，昭和61年改正試案である。したがって，本稿は，企業会計

制度のなかで支配的な役割を果たす商法会計制度の昭和61年改正試案に焦点を

限定し，その性格を広い視点から検討することを課題とするものである。

昭和61年改正試案の名称は I商法・有限会社法改正試案」であるが，別名，

I大小会社区分立法」とも呼ばれてい否。会員十制度についていえば，会社を規

模別基準によって区分し，それぞれにちがった処理を規定したものであ品。す

でに，昭和49年と56年の両改正によって，大会社についての商法会計制度は，

ほほ確立されているので，今回の改豆試案のねらいは， もっぱら，中小ちも撲の

会社におかれていることは，立法当局者主認めているの。

その意味では，残されていた中小規模の会社に対する企業会計制度の確立を

内容とするので，今日，企業会計制度として支配的な位置にある商法が，この

改正試案によって，すべての会社に対する企業会計制度の基本的構造の仕上げ

を完了するものと考えられるのである。

以下J その詳細な内容に則して，検討をすすめることになる。その場合，商

法会計制度と並んで重要な役割を果たしている証券取引法会計制度，法人税法

会計制度との相互関連のなかで，規模別基準による会計制度の多重構造の政

治・経済的性格が関われることはいうまでもない。

n 改正試案公表までの経過

戦後におけるわが国商法改正の歴史的経過は，昭和25年改正を契機と L-C， 

すでに述べたとおり，昭和37年改正によ仇企業会計制度のなかに商法優位の

体制を確立Lた。会社のなかでも，と〈に重要な位置にある株式会社に問題を

限定するならば(以下¢検討も，株式会社を中心とする)， 商法上， 株式会社

の多様化を規定の中にもたらしたのは，昭和401年改正による株式の譲渡制限規

定による公開，非公開の区分の導入，さらに，昭和49年および昭和56年改正に

2) 改正試案が，昭和61年5月15日に公表された直桂のインタピューに答えた法務省民事局の稲葉
威雄審議官の発言。 rインタピュー構成『試案』公表までの審議経違とその構成J~企業会計』

昭和田年7月号. 46ー7頁。
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よる「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律J (以下「商法特例

法Jと称する〕でもって行なわれた規模別区分の導入であ っ た ヘ

商法が，株式会社にかかわる多様な区分を前提として，とくに商法特例法に

よって ，大会社に対する公認会計士監査を導入したことは，計算規定の改善を

も含めて J 証券取引法会計古度と商法会員十制度り一元化セ，大会社につい亡，

事実上，生み出「 ζ とになった。

ιのよ うな商法会計制度の改正とくに監査制度の強化を促した社会経済的背

宗 として，粉飾決算の社 会的 問題 化の 展開 のな かで 進行した不況・倒産旋風の

一連の動 き に 注 目 し な ければならなL、。昭和39午から昭和40牛にかけての不

況・倒産が，粉飾決算4結合Lて問題とされたことは周知のことでもあるへ

3) ζ D点についじ倉沢教授は以下のように指摘する。

「株式会社は，すでに昭和41年および49年の改正によって，法的組織り多様化に踏み出してい

るのである。

まず，昭和41年の改正法は，定款上株式譲渡の制限を定めることができるものとしている(商

法204条1項但書〉。よれば!昭和"年の改正法が株式譲渡の自由性を絶対化し， Lたがって，株

式会社にとって『株式譲渡の自由=社員焚代目自由=開放性』が絶対的な要素とされたのに対し

て，定款によりその要素を欠ぐものをも株式会社として認めるととを意味する。こり段階では，

同法上の株式会社ばz 完全開放性の株式会社と，開放性が不完全な株式会社とに二分されたとと

になる。

さらに，昭和49年の改正法と同時にあらたに立法された『株式会社の監査等に閲する5商法の特

例に関する法律j (以下「商法特例法」と暗記する〉はj 資本金の額を基準として株式会社を3
程に仕け，監査を中心にそれぞれ異なった法規制を加えた。 ζの段階で，商法上の株式会社は，

昭和41年改正法による株式競技の自由性を基準とした2種と，資本金の額を基準とした大会社，

中会社および小会社の3種との組み合わせによる数の種類に細分されたことになる。その後，昭

和56年の改E法は，商法特例法上町会社の区分の基準に貸借対持主主の負債総額をつけ加えたほか，

あらたに議決権株主数を基準として株主総会につき異なる規制をするもりとしたから〈商法特例

訣21条町 2，21条のわ きらに分類は細かくたったものといえる固!倉沢康一郎， r大小会社区

分の意義J， W企業会計』昭和51'年 8月号， 30買。

4) 拙稿「現段階白粉飾決算む世格J W経揖論叢』昭和日午10月号参緊Lこわ中で，当時の状況を

以下町ように述べている。

「周知のとおり，粉飾決揮の問題はわb国における最近の不況 倒産旋風のなかで， とくにク

ローズアッフされた問題の 1つである。なかには，粉飾決算が倒産を若主己した原因であるかのよ

うにいう見解さえも見うけられる。

他方，こうした事態の解決策として，会計監査制度の改善が提起さ札これにより全てがうま

く解決されると言わんばかりの意旦も出されるなど，いずれに Lろ，粉飾決算問題は，最近の紙

ょをにぎわせている間顧の 1つであることは疑いないJ
なお，この論文で実証したのは，利益の過大表示の粉飾決算が問題とされたのであるが，主要

士企業は， いわゆる逆掛飾すなわも利益白過少表示を実施していることを明らかに Fるとたノ
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そしてそれが，上場企業を中心とする大会社に対L，商法特例法として具体化

されることになったのである u

商法特例法によって，規模別基準が商法会計制度に導入されたとはいえ，計

算の明惟化のための監査・公開の制度的整備がなされたのは，大会社について

のみであった。しかもそれは3 証券取引法会計制度によって， すでに対象企業

の大部分を占める上場企業については実施済みのものでもあった。

しかし，このようにして，商法会計制度は，会社らしい会社である大会社に

ついての制度整備を基木的に完了 Lへ会社法として残された領域すなわち中

小規模の会社に対する制度の検討に入るのである。

法務省民事局参事官室は，昭和57年以来，法制審議会商法部会での検討に基

づき，昭和59年 5月9日に， i大小〔公開・非公開)会社区分立法及び合併に

関する問題点」を公表L，各界の意見を求めた上で，さらにその意見を参考に

して審議を進めてきた。このような経過をふまえて，とくに中小会社を主眼に

した「商法・有限会社法改正試案」が，昭和61年 5月15日に公表されることに

なったのである。

改正試案の公表の後，稲葉審議官は， iこの『試案」については，関係各界

に意見照会をさせていただいているわけですが，その回答の期限は一応本年11

月15日とされております。その意見をいただきまして， これを参酌しながら商

法部会の審議が再開されることになるわけです。そして最終的な答申"改正

法律案要綱』の答申というよとになるわけでありますが，よれがその審議主再

開してから 1年ぐらいの問に，できれば昭和1i2年中に答申がまとまり，昭和陥3

年春には国会に提出できることになります。」ω と述べていたのであるが，各界一

¥で，粉飾の二重構造の存存と粉飾をテコと Lた独内の再編日且程を問題反したものである。
5) ここでいう「基本的に完了」という意味は』証券取引法会計制度に比べて遅れていた商吉会計
制度的典型的な株式会社である大会社について，一応の水準を制度化したとL、うことである。
したがって，今日的情勢町下で要請されている会計問題のすべてが解決されているわけではない.
その怠味てはz 国際化に対応する問題l 連結，資金，物価変動，為替換算1 リ←ス，セグメント
別等々 の佃肌部分的課題杭それし自体として存在している。

6) Iインタビュー構成『試案』公表までの審議経緯とその構成JW企業会計』昭和61年7月号，
日頁。
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の意見が提出され，その検討の中で， r今の段階(昭和61年12月 執筆者〉

では，もう 1年遅らすことになりそうだと思います。つまり，昭和64年の春の

国会提出を目指すことになると思います。J"と述べ，国会提出が少な〈とも 1

年は遅れるという見通Lになっているのである。

III 改正試案の内容とその特徴

改正試案の編別構成は以下のとおりである。

設立

一 経営管理(運営〉機構

一株式・持分

四計算・公開

主資本 減少

ハ解散

七合併

八組織変更

九 その他

以上の構成からもわかるように，今回の改正試案にもり込まれている内容は，

きわめて多岐にわたっている。もちろん，提案されている内容は，完成されて

いるものではなし対案の選択や検討事項として問題が残されているものが多

い。しかし，中小規模の株式会社に対する会計制度の基本的骨格の構造は，ほ

ぼ固まっているとみる ζ とができょう。

本稿での検討は，株式全社会計制度に焦点を合わ世ているのでs その点にし

ぼヮて，改E試案の特徴をみることにする。

まずp 改正作業を担当してきた稲葉審議官に閣いてみよう。

「今同の改正の指導的な理念Eいうのは，先ほども由し上げたように，株式

7) ，特別対談商法等改主試案をめぐーってJ W企業会計』昭和田年2月号 43頁。
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会社あるいは有限会社をめぐる利害関係の公正な調整のため，そのような性格

の会社にふさわしい会社，すなわち会社らしい会社というふうに先ほど申し上

げたわけですが，そういう会社による企業活動を確保するということにあると

忠います。

その株式会社なり有限会社といった会社の基本的な怯格として法律的に重要

なのは，その構成員たる株主や社員 これは従業員の意味ではありません

←ーが有限責任であるということだと恩われます。その見地から，そういう性

格にふさわしい会社としては，ある程度以上の責任財産を持ち，その責任財産

が他日財産土は分別きれて管理が行われる，そ Lてその財津の内容が開示され

るということが必要だと思われます。

そのために，今回の「改E試案』では，株式会社に最低資本金制度を新し〈

設け，既にその制度が存在している有限会社についてはその金額をヲlき上げる，

そして計算の公開制度を充実整備し，具体的には登記所に計算書類を提出して

これをそこで開示するということですが，さらにs 計算の明確化を図るために，

会計調査人による調査という制度を今までの会計監査人による監査の対象会社

よりも規模の小さい， しかし零細とはいえない程度の会社s いわば中規模の会

社ということになりますか，そう L、う会社に導入することを考えております。

さらに，そういう計算の公開をしない，あるいは監査・調査を受けない会社

があることを考慮して，そういう会社については取締役の責任を強化するとい

う方向をとっているわけです。J"

少し長文の引用ではあるが，立法当局四考え方は己の中に基本的に反映され

ているといえよう。要するに，企業会計制度としての新しい特徴は，以下の 4

i互にまとめること古2できるのである。

1 最低資木金の制度化ω

的 「インタピ a 構成 E試案』公表までの審議経梓とそり世世J W企業会員十」昭和61年7月号，
49-50買っ

9) 最低資本金の規定は，現行商法の中には明記されてはいないが1 株式会社白設立の手続要牛か
らみて， 35万円ということになる。改正試案では， i最低資本金額は，株式会社2，000万円，有ノ
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2 計算書類の登記所における開示10>

3 計算の明確化のため，会計調査人による調査の導入'"

、限会社 500万円とする(有限合社法9条幸1M)，J Cーの2QiJ)a)となっており， 2千万円とされ

て、、る。

しかし，実質的には3 の4，三の14，三の15およと四C')13bの規定により，自己資本5千万

円までの資本充実を意図しているのである。また，二の 1a，二の 1b，この 2aおよじこり

2 bの規定により，通常の経営管理機構を要求される資本規模と Lて，資本金1億円以上または

負置総額10怯円U上を指示している。

10) 計草書類の登記所にお吋る開示の規定引土， r株式会社は，泊時総会終了後，貸借対照表及E担

益計算書を商業登記Jfに提出L-，登記所でこれらの書類を公開する。

有限会社は，定場総会終了位貸借対照表を商業重宝己所に提出L，l!<:記所でとわを公開す品。

ただし，一定の基準(例えば資本金l億円ιlよ又は負債総額10億円以上。ご'"1bただし書参照〉

に該当する有限会社にあっては，損益計算書をも提出しj 公開する，J(凹の 2) とある。

11) r a 株式会社で会計監査人の監査を受けないもりは，その計算に関し会計調査人による調査

を覚りなければ立らない。ただし，資本金 3，000万円未満かつ負債総組 3億円未満むものは，調

査を省略することができる。

b 一定の基準〔例えば資本金1億円以上又は負債給額10億円ι上。二の 1bただし書参開〉に

該当する有限会社で会計監査人の監査を受けないものは，会計調査人の調査を受けなけれまなら

ない。

c 会計調査人に上る調査は， w会社町貸借対照表及び萌呑計算書が相当の会計帳簿に基づいて

作成されていると認められるかどうカ l C商法33条 2項参照〕を報告することを目的とヲる。

d 会計調査人の基本的な資格は，公認会計士1 監査法人， 会計士補及む税，1'Jl土2とする，J (四
の 4)

なお，出回教授によれば，試案に古まtυ 亡いる「指導」も含めて，規模別の適用内容を以下の

ように「表1Jとしてまとめている。

表 1 監査調査指導の適用対象会社

一 T-土| 中 !二三二コ二二竺掴二
割 窟晶 |棚 上 l叩?:書道官上 l憶未満 |え00防未満マ ~;::::ff.'~ I y..は !又は OO~*i'r1ij) I 7かつ |かっ
叶 |E而官以上 11oa以上 γτ取未満 31量未満

i判現汀基準 I '"'" I 1億と〔鉛10船上 1倍以下と負)10(意|
隅とのJ騎|同じ | が修正止リ日レ L I .1案議が長r |全部新規追加

監査(定款で可) 1 

I [監査又は ]品調査〈指導 1 (調査〔指導コ省略可〉
調査〈指導〉

1-~~判闘 l I&'1EClliiíl) 一円一両E")-1
注① [ Jは現行通りのものを示す。またアン〆 ライン白部分ま区分について， と〈に変化

した症続詞の部分である。

注① 試案では，中会社の部分を分けて大会社と同様の監査を強制する余地を残している。

注③ 資本基準について， 1瞳門町会社は中会社となった。また'J¥4書士のうち30凹万円の棋を

設t，それ未満は調査の対象富士から免責される要件となる。 ノ
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4 計算の公開をせず，監査・調査を受けない会社の取締役の責任強化叩

IV 開示制度の多重構造

改正試案によって提案されている株式会社の規模別区分は，論者によって重

点となる区分基準のちがいやどの程度まで詳しく区分するかなどの判断にもよ

り，いろいろと多様な解釈の可能性を残している。例えば，注11の巾Jこ紹介引

用した高同教授の区分もその 1つである。

そこで，この規模別区分の構造を，監査 (Ltとがって調査も含む〕を含めて，

しかしできる限り単純な構造としてまとめてみたのが以下の 3つの類型区分で

ある。これは今回の改E試案の本質的性格をきわめて単純化した類型でとらえ

ることにより，改正試案の果たすべき役割を浮き彫りにするためである。

第 l類型 資本金5億円以上又は負債総額20口億円以上。

この分類に入るのは，商法特例法第 2条に規定される大会社で，会計監査人

による監査の導入により，証券取引法会計制度の監査との事実上の一元化をす

でに実現している。

第 2類型資木金 3千万円以上文は負債総額 3億円以上。

¥、注④負置基準として，新たに10憶. 3臣、の線が設けられ. 200億円未満10億円以上は資本の

額と独立に中会社所属の要件となる。大会社j 中会社に属さない会社は，資本金1億円

未満かっ負債総額10憶円未満となり小会社になるが，資本金3000万円かっ負債総額 3億

円未満は小零細会社となって監査は怪意，調査はノ都缶可能もこれらが義務つけられる

ことはない。

高日正浮. r監査詞査・指導J，企業会計J昭和61年8月号， 101頁。

12) r a計算を公開していない会社において，会社債権者は，その債権の弁済を受けられなかった
ことにより損害を受けたときは，取締役に対L-.その損害の賠償を請求することができる。ただ

し，取締役において，その損害が計宜を公開しなかったことによ勺て生じたものでないと 1-.1lは
計算を公開しなかったことにつき注意を怠らなかったことを証明したときはj この限りでなし、。
〔商快266ノ 3第 2項春照〉

(注〉計算を公開していなb告社とは，計算書類を萱記所に提出していない会社をいう。
a本文は，会計監査人の監査〈商法特例法 2条〕又は会計調査人の調査(四'"4)を受けてい

ない会社に準用する。ただしl 取締世において，計算に虚偽がないこと苦しくは宜偽があったと

してもそれによって損害が生じたものでないこと又は計算の適正につき注意を怠らなかったこと

を証明したときは，この限切でない。J(三の12)

この他に，発起人等の責任(ーのら， ーの 7). 支配株主等の責任〈三の14.三<')]5)および

株主年の責任(三の16)の伊淀もある。
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この分類に入るのは，改正試案で新し〈内容付けがなされた中小会社で，会

計調査人による調査の導入と従来空文化していた決算書類の公告規定に代えて，

商業登記所での開示が求められている。もっとも，資本金3千万円未満かつ負

債総額3億円未満の株式会社は，決算書類の調査と商業登記所での開示が免除

され，取締役の責任強化がうたわれている。

第 3類型 最低資本金2千万円の制度化により，それ以下の規模の法人資格

の剥奪

新たに最低資本金制を提起することにより，新規設立の会社はもちろん，既

存株式会社についても，経過措置後，最低資本金に満たないときは，法人資格

を剥奪されるととになっている(ーの加の c)。なお， i昭和6C年中に設立され

た会社の設立時の資本金青みると， 1000万円未満の株式会社が 46，948のうち

75.9 % (2000万円未満のものの構成比は明らかでない)， 500万円未満の有限会

社が， 59，289のうち74.3%を占めているJ13l ように，現状では，最低資本金制

度の水準は，かなりきついハ ドノレになっているのである。

商法会計制度が株式会社に対~， とくに監査を含む開示制度の面において多

重構造化を提案Lていることの意味は，多角的に検討されなければならないで

あろう。その検討は，いうまでもなし立法当局の意図に限定されることなし

制度が客観的に果たすであろう役割をも対象とするのは当然である。

まず，第 1類型の大会社における会計制度の役割は，第一義的には資本集中

機能に置かれている。何故なら，株式会社としての典型でもある大会社は，公

開上場企業が普通であり，ここでの会計開示制度は，証券取引法会計制度とし

て，証券白発行・流通市場の確立と関連して整備されてきたものであった。

商法会言|制度は，商法特例法により，昭和49年以求，大会社の会計制度につ

いては，証券取引法会計制度と事実上の一元化をすすめてきたが，今回の改正

試案によって，証券取引法会計制度を自らの一部分に包摂することになったと

m 北沢疋再 「最低資本令制度J W企業会計』昭和61年8月号， 74頁。なお，昭和国年度め法人
企業統計によればz 法、総数1，830，568社町うち，資本金 1千万円未満の法人数は1，496，018社であ
る。これは全体の81.72J-6'であり， 昭和田年中に設立された企業に占める比率よりも高い。
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考えられるのである。その理由は3 会社法として，上場，非上場を含むすべて

の会社に対す品会計制度を規模別多重構造の形態で，商法が完成することで，

その一部分を占める上場企業を対象とする証券取引法との制度としての一元化

は，当然，会社法一般としての商法優位を強めるからである。

その意味では，証券取引法会計制度は，商法の特例的地位とみなされること

になるかもしれない。そしてこの傾向は，商法規定に比べて証券取引法の計

算・開示規定がより詳細で，オーハーディスグロジャ←のきらいがあるとして，

商法レベノレにまで戻すようにという財界Jfilの要求青きらに強めるこ土になろ

ミミ w ノ。

もっとも，この結果，非上場大会社という例外的存在を第 1類型の中に残す

ことになった。大企業でありながら公開性を拒否することは，当該企業の個別

特殊的理由によるもので，社会的資本集中手段とは別の個別資本的資本集中手

段で十分な場合には3 このような企業も実在するのである。証券取引法会計制

度の対象にならない非土場大企業が，規模別基準に従い，商法上の会計制度に

よる監査，公告，開示の義務をもつことになったことは，後に述べるように，

上場公開基準から規模別公開基準への移行として注目されなければならない点

である。

次にJ 今回の改正試案の目玉ともいえる第2類型の中小会社に対する会計制

度の役割を検討することにしよう。

第 l類型に比べると，会社数では庄倒的に多くなるが，経済的役割からみる

14) 佳団連埋財部長の窪内義正氏は， 座談会，r大小会社区分出法』審議の買え点」でl 以下のよう
な発言をされている。

「わが国では二つり法制にもとづく二つのチャネルが存在するという諸タ国に類例Iのない制度
が構築されてし、るということですのこの機能分担がまず分析されるべきでしょうn より現安的な
アプロ チと Lて，財務諸表の用語様式というもりをもう少し商法に合わせる必要があるんでL

ょうオL 日本くらい，有価証券報告書の勘定科目が多い固はありません。

商法それ自体に対する文句ではなくて，証取法に基づく有価証券報告書をもう少し7 簡素化す
るというこLとです。ベ←シック インフォーメーションはあくまでも株主に対するもの，つまり

商法規定の年次報告書をベ ンツク・インフォ メーνョンにして，証取法上，特段必要とする
追問的な情報は別途それにつけ足せばいし、ではないかということですね。J(~企業会計』昭和 51

年1月号， 8Eー 7頁J
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と，資本市場で資本を社会的に集中することを当初からあきらめている非上場

企業で，多かれ少なかれ，大企業の下請的性格を事業活動上帯びているのが特

徴である。その場合，ある程度，独自な活動を展開するオーナー会社〔同族会

社Jも多い。これらの同族会社は，活力も有するが，法人企業としての有限責

任の権利の濫用や企業の私物化もみられ，会社法として問題をかかえる部分で

もある。

ここでの会計制度の役割は，第 1類型にみられた企業側に積極的動機のある

開示を媒介とした資本集中機能ということではない。商法上の公告が，事実上，

空文になっているのは，この事情の反映でもある。したが勾て，第2類型の企

業にとって，会計制度の主たる機能は，株主総会や主要取引先および税務当局

とのかかわりで生ずる資本蓄積機能と成果分配機能とみることができょう O こ

れらの機能は必ずしも開示制度を要件とするものではな<.必要に応じた報告

で済むものである。

なお，債権者として強い立場にある銀行や大きな取引先は，従来から，財務

データの報告を個別に求めていたのであって，改正試案の調査と開示が， この

部分に対してとくに意味を持つわけではない。むしろ実態としては，弱小取引

先に情報を提供することになるといえるかもしれない。しかしこの場合も，弱

小取引先にとっては，開示情報によって相手を選別するゆとりがあるわけでは

ないので，それほど大きな意味があるとは思われないのである。

したがって，実際上J 中小規伎の会社は，多かれ少なかれ下請的性格を持た

ざるをえないとし寸事情から，親会社による下請企業の管理指標ないしは選別

指標(取引先としての見棄や新規参入の認可およぴ信用供与の継続か打切りな

ど〉として，調査を含む開示デ タが公式に使用されることになるというのが，

債権者保護機能の実態というべきであろう。

もっとも，その中で2 中小規模会社聞での開示情報の相主利用も行なわれる

が，それはやばり補足的な休置にあ札主要なものではない。したがって，中

小規模会社自身の近代化に役立つとはいえ，基本的には，親会社による管理・
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選別の公式指標と Lて機能するのであz。きらにこれにつけ加えて，隠された

効果として，徴税債権者(税務当局〕にとって，きわめて好ましい税務会計土

の環境が整備されるごとになるのであるが，この点についての多様な効果につ

いては，次章で検討する c

第 3類型の会社は，現行では株式会社を称する乙とができるのさあるが，最

低資本金制度の導入によって，法人資格を剥奪されることになる会社について

の機能であ与。

経過措置の配慮から，資本充実を促進する実際的効果は大きいであろう υ 既

存企業のかなりの部分は，制度が要求する時点までに最低資本金のパーをグ

リアするものと思われる問。その場合，その大部分は，資本金2千万円から 3

千万円未満の株式会社になる可能性が高い。この部分は，改正試案のクッショ

γ として設定されたとも考えられるのである。

なお，資本充実の努力が最低資本金に達することができないために法人資格

を得られないときは，法人税法ではな<.累進税率の所得税法が適用される個

人企業の地位に甘んずることになる。したがって，第3類型を特徴つける最低

資本金制度は，法人の資本充実や計算・公開の近代化を促進するものではある

が，節税対策としての法人成りに大きな歯止めをかけたというのが， もっとも

大きな効果というべきであろう。

V 税務問題とのかかわり

税務会計は，いわゆる開示制度と結びついた会計制度ではないが，前法会計

制度の今回の改正によって，徴税効率にかなりの影響を受けることが予想され

15) 株式会社形態を選択する理由とし(.節税目的以外主以下のような指摘がある。 r人々 が法
制度と実体との矛盾を知りながら，あえて株式会社とし寸組織形態を選ぶζとの背景には，根強
い社会学的な状況があるといえるのである。というのは，商法上の4種の会社は，理念的にはヨ
コ並びの『会社の種類』であるが，タテ社会のわが闘では，これを『会社の序列』としてとらえ，
企業の社会的信用度がそれによって異なるものと理解されているE そのために，社会的信用度の
高い組織で共同企業をおこなおうとする者にとっては，株式会社形態をとるということは，決し
て純粋に自由な選択自問題なのではなくて，社会学的にある種の強制を受けているものともいえ
るからであるJ(倉沢康一郎.r大小会社区分の意義J，企業会計』昭和四年8月号. 29頁〉。
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る。たしかに，形式的にいえば』商法改正は税制に対して中立的である。しか

し今回の改正の焦点が，すでに述べたとおり，中小会社に置かれている以上，

税務問題に関連する内容は，あ :Q意味で，隠された意図ともいうべきで，徴税

債権者でもある税務当局の重大な利害がからんでいることは疑いのない現実で

あるo

今回の改正を必要とするような事態ずなわち何故わが国には中小ないし零細

な株式会社が多いのか?。この答えはきわめて明解である。すなわち「戦後，

個人経営から会社経営に組織変更する，いわゆる『法人成り」の原因が『税金

対策』にあったことは周知のJ'のことであった。

とのような現状認識に加えて，今岡の改正試案についての中小企業行政担当

者の見解も課税強化につながる点を以下のように指摘している。 I第 2の問題

点、は，税制からみた問題点である。我が国の企業の法人成りの原因として，税

制面において法人形態の方が個人より有利である点が挙げられる。税制面で個

人企業の方が法人企業より有利であったならば，現在のような法人成りは生じ

なかったと言えよう。その意味で法人形態と税制は切っても切れない関係があ

る。今回の改正試案は税制とは切り離されて純粋に会社の有限責任論から考え

出さオ守したものにも拘らず仮に改正試案がそのまま施行されたとするならば，

改正者の意図である債権者保護にはあまり役立たないで，専ら中小法人の課税

の強化につながるのは誠に不幸な事と言わざるをえない。J17)。

現状で圧倒的多数を占める零品目規模の株式会社は，有限会社等への組織変更

をしないときは解散したものとみなされるため，税法上，法人税から所得税適

用に変更されることになる。法人成りの第 1の理由てあった節税効果は，これ

によって消滅することになり，課税当局の徴税効率が上昇することはし、うまで

もなL、。

16) r~大小企社区分立法」に対する全国青色申告会連合会の~見J ~企業会計』昭和59年12月号1

48J'l:。

17) 大津幸男(中小企業庁指導部組織謀長) r中小企業からみた『改正試案』の問題程J ~企業会
計』昭和61年 R月号， 29貰。



14 C 14) 第 141巻第l号

しかし，問題はこれだ什に終わるわ什ではない。改正試案の自主の 1つは，

第2類型の中小規模の株式会社に対L 決算書類の公告を免ずる代わりに，会

計調査人による調査を導入L 調査報告と決算書類を商業登記所で開示させる

ことである。立法当局が，この調査に相当の意味を持たせていることはすでに

述ベたとおりである。そして， この調査人に公認会官一土以外に税理士を含める

というのが特徴でもある。

立法内容の検討当初，卒直にこり意義にーついて，稲葉審議官は以下のように

詰ったことがあ与。 iそこで考えられるのは，税務と企業会計とが密接な関連

をもつことと中小企業でも税務については専門家に依頼することが通例である

ことに照らし，税務と監査とを結合Lて，両者を同一人が併せ行う余地を認め

ることによって企業の負担軽減を図りつつ，小規模会社に外部監査を導入する

ことである。 税務代理は，納税者の代理人としてその利益を図ることを目

的とするものであるが，それは節税のためであって，簿外の収入や支出を見逃

して，脱税の手助けをするようなことは本来あってはならないはずである O 会

計帳簿への記帳のE確性を調査し，貸借対照表等の決算書類との整合性をは

かることは，本来税務の執行の前提としても当然、すべきものであろう。した

がって，前記の会計帳簿適法証明と税務とを同一人が行うことは，両立でき

るJIB)。

そのをも監査の意義について各界から提出された意見をふまえて，改正試案

では監査とは言わないでJ 調査というマイノレドな表現に修正されているが， こ

こに引用した基本的見解が変更されたわけではない。

周知のとおり，昭和日2年秋，大型間接税の成立に失敗した中曽根内閣から竹

下内閣への政権移行が行なわれた。新たに政権を担当した竹下首相は，国会で

の初の所信表明の中で「視点を新たにして国際国家にふさわしい，日本経済の

活性を高める税制U，国民が納得して負担できる主うな簡素で公平な税制，本格

的高齢化社会の到来を控え，安定した歳入基盤を提供し得る税制を追求しなけ

18) 稲葉威雄「大小会祉区分立法の基本問題J ，企業会計」昭和i58年8月号，2Cー21頁。
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ればならないと考えます」山と演説し，直接的な表現は避けながら，新型間接

税に強い意欲を隠そうとはしていないのである。

税制改革の方向が新型の間接税を目指すなかで，大量の税理士を「調査」に

動員して売上と仕入の正確な金額をチェックさせ， しかも税務申告の代行業務

の兼務を認めた上で』調査人の責任を誼うことが，何を意味するのか。

同法案の今後の準備のすすめみによって，商法改正試案は，新型の間接税に

よる徴税効本アップの布石もし〈は仕上げの手段となっているといっても過言

ではないのである。税制に中立のはずの商法改正が，徴税体制の準備そのもの

であることは，以上によって明らかであろう U

VI 上場公開基準から規模別公開基準への移行の意義

すでに述べてきたところからも明らかなように，わが国の企業会計制度が，

計算の明確化のための監査制度を含めて，決算書類の公告と開示を決算公開制

度として実質的に活用してきたのは証券取引法会計制度だけといってもよかっ

た。商法は，計算規定の改正をすすめながら，昭和49年の商法特例法により，

大会社については証券取引法会計制度との事実上の一元化を果たした。これは，

規模1M基準への移行を示すものではあったが，大会社以外の会社に対する商法

会計制度の整備は，依然として多〈の問題をかかえたまま放置されていたので

ある。

今回の改正試案によって，規模別基準の内容が中小規模の株式会社について

も整備されることにより，会社法会計制度としての商法は，企業会計原則だけ

にとどまらず，証券取引法に対しても，その優位性を強めることになろう。同

法優位の体制は，上場企業の公開制度と結びっく投資家保護の理念から，企業

の規模拡大による影響と責任の増大を理由と Lた投資家をも合む利害関係者

般の保護を内容とする債権者保護という一段と広い理念を前田に押し出Lてき

た。これによって，上場公開会社に限定することなし規模別に区分されては

10) 昭和田年1l月27日什の夕刊I名紙による。
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いるが，企ての会社に対1.-，有限責任の権利濫用に対する計算の明確化とその

開示義務の内容付けを規定することが可能になったのである叫。

このことの意味す石主要な経済的効果は，すでに述べたとおり，第2類型の

株式会社に対する大債権者〔銀行，大会社，親会社など)り保護であり， ιれ

は下請再編のテコとして機能することになる。さらにそれに加えて，負担増な

しで徴税効率七アップさせるという意味での，徴税債権者保護を生み出すこと

は明らかである。

しかし，それにもかかわらず，上場公開基準から規模別基準による開示制度

の具体化は，債権者保護一般ではなし企業の社会的責任論と結びついた債権

者保護の法理念を基底にもつ Fいうことに注目しなければならない。

こうした考え方に立つものとして，例えば，政府，自民党による生協規制の

一連の動舎の中で出されてきた「生協のあり方に関する懇談会」報告書 0986

年12月厚生大臣に提出〉を採りあげてみよう。そこでは「生協の民主的運営を

確保するためには，組合員に対して生協活動に関する情報を十分に提供するこ

とが不可欠である。また，債権者保護の見地からも必要な情報の開示が求めら

れている。 ーまた，このような情報の内容の正確性を確保するとともに，生

協活動について生協内外の信頼を高めるためには，監査の充実が不可欠である。

このことは生協の事業活動が拡大1.-，社会経済に及ぼす生協の影響力が強まる

につれ重要となっている。...その方法としては， ー・ 一定規模以上の生協に

ついては公認会計士等の監査を採用する方法が考え bれるJWとして，有限責

20) i証券取引法の開示制度は，主に投資家の投資判断に必要な情報を提供するよう企業に強制し，
投資家が賢聞に行動できる基礎を確保しJうとする。会社債権者釈保護するための商法上の諸制
度は，すでに会社と取引関係iこ入り債権者になってしまったものだけでなく，主制ξの債権者の保
訟をも目的としている。 ζの目的のために開示制度が役立つたことは明らかである。そして企業
め規模が大きくな札ばヲ取引関係も広がり，倒産等の社会的影響も重大であるし，企業の財務内
容も複雑になるからj より多くの情報を， しかも広く開示する必要がある。商法炉株式会社の規
模に応じ開示につい ζも遣った定めをするのもそのためである。J(宇南山英夫「会計ディスクロ
ージャ の課題J~会計』昭和00年10月号. 13頁〉

21) i報告書J4 個 ~IJ問顧(4)テAィスクロージャーと監査の充実。なお，一連の動きや生協の見解に

ついては，日本生活協同組合連合舎が発行 0987年l月5日〉 したハンフレット if生協のあり
方に関する懇談会』報告書 士文と解説 《岡本生協連の見解)Jを参照のことの
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任の濫用などという株式会社についてみられた弁解じみた理由つけも無く， λ

トレートに規模別基準による債権者保護の理念が提示されているのである。

さしあたりここでは，生協運動に対する政府，与党の規制強化を支える論理

士，規模別基準に求めたわ円であるが，商法改正試案の方向と基本的に一致し

ているのである。

このような開示制度の論理の移行は， ト場公開中業に開示責任を事実ト限定

してきた今までの公開制度のあり方を大きく変える可能性をもっているのであ

る。

すなわち，規模別基準によって債権者に対する開示責任を負わせることは，

非上場企業の開示責任を規模に応じて具体化することである。さらに，債権者

の範囲が多様な形で拡大されていくならば，開示要求は，企業の社会的責任と

結合され，従来，資料公開が制度的に閉ざされていた企業に対~，開示要求の

法的根拠を与える可能性を生み出していることに留意すべきであろう。

企業秘密と開示のバラ Yλは，すくれて，政治的な力関係に左右されるとは

いえ，開示要求の制度的根拠を規模別基準が用意していることは，立法当局の

予期せざる効果というべきであるかもしれない。


